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五

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
第
四
条
に
定
め
る
受
検

科
目
（
資
格
検
定
の
一
部
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
た
科
目
を
除
く
。）の
す
べ

て
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
で
、
十
七
歳
に
達
し

た
も
の

第
七
十
条
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
六
十
七

条
第
一
項
」
に
、「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を「
及
び
第
六
号
」

に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七

号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
八
号
を
同
条
第
七
号
と

し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
院
に
入
学
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
を
そ
の

後
に
入
学
さ
せ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
院
に
お

け
る
教
育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
学
力
が
あ
る
と

認
め
た
も
の

第
七
十
条
の
二
中
「
第
六
十
七
条
た
だ
し
書
」
を
「
第

六
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
四
条
を
加
え
る
。

第
七
十
条
の
三

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
学
生
を
入
学
さ
せ
る
大
学
は
、
同
項
に
規
定

す
る
大
学
の
定
め
る
単
位
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
あ
ら

か
じ
め
公
表
す
る
な
ど
、
同
項
の
入
学
に
関
す
る
制
度

が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
条
の
四

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
学
生
を
入
学
さ
せ
る
大
学
は
、
同
項
の
入
学

に
関
す
る
制
度
の
運
用
の
状
況
に
つ
い
て
、
大
学
院
設

置
基
準
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
ら

点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
五

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
は
、
三
年
（
医

学
、
歯
学
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
博
士
課
程
へ
の
入

学
に
つ
い
て
は
、
医
学
、
歯
学
又
は
獣
医
学
を
履
修
す

る
課
程
に
四
年
）
と
す
る
。

第
七
十
条
の
六

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
大
学
に
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
以

上
在
学
し
た
者
に
準
ず
る
者
を
、
次
の
各
号
の
一
に
該

当
す
る
も
の
と
定
め
る
。

一

外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
十
五
年
（
医

学
、
歯
学
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
博
士
課
程
へ
の

入
学
に
つ
い
て
は
、
十
六
年
）
の
課
程
を
修
了
し
た

者
二

外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科

目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該

外
国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
十
五
年
（
医
学
、
歯
学

又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
博
士
課
程
へ
の
入
学
に
つ

い
て
は
、
十
六
年
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

第
七
十
七
条
の
五
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
、同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
に
入
学
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
を
そ
の
後

に
入
学
さ
せ
る
専
修
学
校
に
お
い
て
、
高
等
学
校
を

卒
業
し
た
者
に
準
ず
る
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の

（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う

師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き

ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
（
昭
和
二
十

六
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
で
き
る
者
（
」
の
下
に
「
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
学
校
が
大
学
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
大
学
が
学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
大
学
に
入
学
さ
せ
た
者
又
は
」
を
加
え
、

「
又
は
養
成
施
設
」
を
「
若
し
く
は
養
成
施
設
」
に
改

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
施
行

規
則
第
六
十
九
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学

し
た
者
の
大
学
へ
の
入
学
資
格
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
施
行

規
則
第
七
十
条
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
大

学
院
に
入
学
し
た
者
の
大
学
院
へ
の
入
学
資
格
に
関
す

る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
十
五
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
四

免
許
法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
学
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の

資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

二

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
大
学
の
専
攻
科
又
は
大
学
院
の
入
学

に
関
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
（
同
項
第
一
号
及
び

前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

第
六
十
六
条
第
三
号
中
「
認
め
ら
れ
た
者
」
の
下
に

「（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号

を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

三

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

第
六
十
六
条
の
三
及
び
第
六
十
八
条
の
二
中
「
学
校

教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
大
学
の
専
攻
科
又
は
大
学
院
の
入
学
に
関
し
大
学

を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
」を「
学

校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院

へ
の
入
学
を
」
に
改
め
る
。

（
歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二

十
五
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
、「
掲
げ
る
も
の
」
の
下
に「（
歯
科

衛
生
士
法
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大

臣
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
が
大
学
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
大
学
が
学
校
教
育
法
第
五
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
者
を
当
該
大

学
に
入
学
さ
せ
る
場
合
を
含
む
。）」を
加
え
る
。

（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一

部
改
正
）

第
六
条

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則

（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
、「
該
当
す
る
者
」
の
下
に「（
法
第

二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
が
大
学
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
大
学
が
学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
大
学
に
入
学
さ
せ
た
者
を
含
む
。）」

を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
い
ず
れ
か
に
」
の

下
に
「
該
当
す
る
者
」
を
加
え
、「
第
五
十
六
条
に
」
を

「
第
五
十
六
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
（
法
第
二
十
一

条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
学
校
が
大
学
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
大
学
が
学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
大
学
に
入
学
さ
せ
た
者
を
含
む
。）」
に
改
め

る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
八
十
号

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
学
校
教
育
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日

文
部
科
学
大
臣

遠
山

敦
子

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
九
条
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
六
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
に
入
学
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
を
そ
の
後

に
入
学
さ
せ
る
大
学
に
お
い
て
、
大
学
に
お
け
る
教

育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
学
力
が
あ
る
と
認
め
た

も
の

第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

第
六
十
九
条
の
二

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
学
生
を
入
学
さ
せ
る
大
学
は
、
特
に
優
れ

た
資
質
を
有
す
る
と
認
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
入
学
し

よ
う
と
す
る
者
の
在
学
す
る
学
校
の
校
長
の
推
薦
を
求

め
る
等
に
よ
り
、
同
項
の
入
学
に
関
す
る
制
度
が
適
切

に
運
用
さ
れ
る
よ
う
工
夫
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
の
三

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
学
生
を
入
学
さ
せ
る
大
学
は
、
同
項
の
入

学
に
関
す
る
制
度
の
運
用
の
状
況
に
つ
い
て
、
大
学
設

置
基
準
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
ら
点
検

及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
四

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
は
、
二
年
と

す
る
。

第
六
十
九
条
の
五

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
に
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

年
数
以
上
在
学
し
た
者
に
準
ず
る
者
を
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
と
定
め
る
。

一

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
高
等
専
門
学
校
又

は
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
高
等
部

に
二
年
以
上
在
学
し
た
者

二

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
九
年
の
課

程
に
引
き
続
く
学
校
教
育
の
課
程
に
二
年
以
上
在
学

し
た
者

三

文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課

程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
在
外
教
育
施
設

（
高
等
学
校
の
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
有
す
る
も

の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
を
含
む
。）の
当
該
課
程
に

二
年
以
上
在
学
し
た
者

四

文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
者

™


